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債務超過解消による猶予期間の解除に関するお知らせ 

 

 当社は、平成23年３月期において債務超過となり、上場廃止に係る猶予期間入り銘柄と

なりましたが、本日、有価証券報告書を東北財務局に提出した結果、平成24年３月期にお

いて債務超過を解消したことにより、猶予期間入り銘柄から解除されましたので、お知ら

せいたします。 

 

記 

 

1．対象となる法定開示書類 

  有価証券報告書（自 平成 23 年４月１日 至 平成 24 年３月 31 日） 

 

2．債務超過解消に至った経緯 

  当社は、平成 23 年３月期において債務超過の状況となっておりましたが、この状況を

解消すべく、大阪工場を富谷工場に移転し、その移転後の跡地の売却を行うなどにより、

平成 24 年３月期において債務超過を解消いたしました。 

 

3．今後の見通し 

  当社においては、今後も厳しい経営環境、財務状況が続くことが予想されますが、今 

後は更なる業績の向上に向けて、全社一丸となって事業及び財務体質の安定化に向け取 

り組んでまいります。 

 株主の皆様をはじめ関係者の皆様には多大なご迷惑とご心配をおかけいたしましたが、 

今後とも引き続きご理解とご支援を賜りますようお願い申しあげます。 

 

以 上 


